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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
1 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　（ａ）法令・定款及び社会規範を遵守するための「コンプライアンス方針」を制定し、全社に周
知・徹底することにより、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。

　（ｂ）内部通報規程を適切に運用することにより、内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防
止を図り、適切かつ迅速に対応する。

　（ｃ）当社グループは、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不
当な要求があった場合には、反社会的勢力排除規程に基づき総務部を対応主管部署とし、警察
や弁護士等の外部専門機関と連携を取りながら断固としてこれを拒絶する。

　（ｄ）代表取締役社長が直轄する内部監査室を置き、内部監査計画を取締役会に報告するととも
に、それに基づき各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実
施し、その結果を代表取締役社長、取締役会及び監査役会に直接報告する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　（ａ）取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程などの規程に基づき、管理本部が

適切に保存及び管理を行う。
　（ｂ）取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　（ａ）リスク管理及び対策についてはリスク管理規程及びコンプライアンス規程に基づき、管理本

部長を議長とするコンプライアンス委員会及び取締役会において審議を行い、事業活動におけ
る各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。

　（ｂ）危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対し
て適切かつ迅速に対処するものとする。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　（ａ）取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化

を図る。
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　（ｂ）取締役会を毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
　（ｃ）常勤取締役及び常勤監査役を構成員とする経営会議を実施し、職務執行における重要事項に

関する報告、協議を行う。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
　（ａ）管理本部が管理担当となり、関係会社管理規程に基づき、関係会社の管理を行う。 また、職

務権限規程に基づき、親子間で利益相反が生じる取引、重要な人事等の子会社で決議すべき重
要事項を除き、子会社の重要な決裁事項は当社にて行う。

　（ｂ）取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、管理本部はその進捗状況を毎月取締役会に
報告する。

　（ｃ）内部監査室は、内部監査規程に基づき、当社グループの内部監査を行い、その結果を代表取
締役社長に報告する。

⑥ 監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　　　　　　監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監査業務

の補助に当たらせる。

⑦　監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
　（ａ）監査役の職務を補助する使用人の任命、異動、人事考課、処罰等については、監査役会の意

見を聴取し、尊重するものとする。
　（ｂ）監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受けな

いものとする。

⑧ 取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制並びに報告をした者が当該報告をしたこ
とを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　（ａ）当社グループの取締役及び使用人等は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を

行うとともに、次のような緊急事態が発生した場合には、遅滞なく報告するものとする。
① 当社グループの経営上に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上又は財務上に係る諸問題
② その他当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事象

　（ｂ）監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないもの
とする。
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⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
　（ａ）当社グループは、監査役の職務の執行について生ずる費用については速やかに支払う。
　（ｂ）監査役が必要に応じ会計監査人・弁護士等などの外部専門家に相談する場合、その費用を負

担する。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　（ａ）監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
　（ｂ）監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
　（ｃ）監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程

及び業務の執行状況を把握するとともに必要な意見を述べることができる。

2 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① 取締役の職務の執行について

　（ａ）取締役会を18回開催し、取締役及び監査役の出席の下、決裁基準に沿った個別的な議案の決
議及び報告だけでなく、重要な事項（事業戦略、投資、資本政策、人事戦略など）の審議を行
っております。

　（ｂ）経営会議を12回開催し、常勤監査役出席の下、重要事項の審議・報告を適切に行いました。

② コンプライアンス及びリスク管理体制について
　（ａ）コンプライアンス委員会を5回開催し、管理本部長をコンプライアンス委員長、取締役を委

員としコンプライアンス意識の向上に努めております。
　（ｂ）コンプライアンス規程その他の社内規程を定め、各種コンプライアンス研修（入社時研修含

む）を実施し、従業員のコンプライアンス意識の向上に努めております。
　（ｃ）当社グループのコンプライアンス違反行為について社員が直接通報を行える内部通報制度を

整備のうえ、全社員に周知し、法令違反等の早期発見と迅速かつ適切な対応を行うことに努め
ております。
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③ 内部監査の実施について
　　　　　　代表取締役社長直属の内部監査室が、監査役とも連携し、当社グループを対象として内部監査を実

施しております。内部監査の結果は、代表取締役及び常勤監査役に適時に報告され、また、取締役
会及び監査役会においても報告が行われております。

④ 監査役の職務の執行について
　（ａ）監査役会を14回開催したほか、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、経営課題、監査役監

査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見交換を行っており、監査役はいつでも取
締役及び従業員に対して事業の報告を求めることができるものとしております。

　（ｂ）常勤監査役は取締役会のほか、その他の重要な会議等に出席し、業務執行の状況について直
接聴取を行い、監査機能の強化及び向上を図っていることに加え、会計監査人や内部監査室と
連携した監査、当社グループの全部署の内部監査の状況の確認を通じて、業務執行の状況やコ
ンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監査する体制を整備しております。
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(2021年 9 月 1 日から
2022年 8 月31日まで)
株 主 資 本

資 本 金 新株式申込
証 拠 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
当連結会計年度期首残高 607,690 － 597,690 3,661,087 △415 4,866,051
当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 2,112 2,112

剰 余 金 の 配 当 △80,756 △80,756

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 269,158 269,158

自 己 株 式 の 取 得 △74 △74

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 － 2,112 － 188,402 △74 190,439
当連結会計年度末残高 607,690 2,112 597,690 3,849,489 △490 5,056,490

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 16,251 16,251 － 4,882,302
当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 2,112

剰 余 金 の 配 当 △80,756

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 269,158

自 己 株 式 の 取 得 △74

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 1,624 1,624 1,536 3,161

当連結会計年度変動額合計 1,624 1,624 1,536 193,600
当連結会計年度末残高 17,876 17,876 1,536 5,075,903

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）　金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
⑴ 連結の範囲に関する事項
・連結子会社の数 １社
・連結子会社の名称 株式会社岐阜レカム
・連結の範囲の変更 当連結会計年度において、当社の連結子会社である株式会社コムズは、

当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除
外しております。

⑵ 持分法の適用に関する事項
　該当事項はありません。
⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ. 有価証券
・その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. 棚卸資産
・商品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
・貯蔵品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ８年～31年
工具、器具及び備品 ４年～20年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額のうち、当連
結会計年度負担額を計上しております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
イ. オフィス光119事業
オフィス光119事業における収益は、主に当社が電気通信事業者として提供する光回線、プロバイダ及
びその他インターネット付随サービスの利用料による収入（以下、オフィス光119関連収入という。）、
他の電気通信事業者への取次による手数料収入からなります。オフィス光119関連収入については、当社
が顧客との契約に基づいたサービスを提供することにより履行義務が充足されたと判断し、サービス提供
期間に応じて定額料金及び従量課金に基づき収益を認識しております。手数料収入については、当社から
他の電気通信事業者への取次が完了した時点で履行義務が充足されたと判断し、収益を認識しておりま
す。なお、契約者が早期に他の電気通信事業者との契約を解約した場合、当社が受け取った代理店手数料
のうち一部を返金する義務があるため、当該事象が発生した時点を含む一定の期間内で収益から控除する
こととしております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後概ね１年以内に回収しており、重要な金融要素は含

んでおりません。
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ロ. オフィスソリューション事業
オフィスソリューション事業における収益は、主に当社が小売電気事業者として提供する電力供給サー

ビスによる収入並びに他の小売電気事業者への取次による手数料収入、情報通信機器並びに環境商材等の
販売による収入及びレンタルホームページサービスによる収入からなります。
小売電気事業による収入については、当社が顧客との契約に基づいた電力供給サービスを提供すること

により履行義務が充足されたと判断し、サービス提供期間に応じて定額料金及び従量課金に基づき収益を
認識しております。なお、実際に顧客が使用した電力量は、毎月の検針にて確定することから、決算月の
検針日から決算日までに生じた収益については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第30号　2021年３月26日）第103-２項に基づいた方法にて見積ることにより認識しており
ます。手数料収入については、当社から他の小売電気事業者への取次が完了した時点で履行義務が充足さ
れたと判断し、収益を認識しております。なお、契約者が早期に他の小売電気事業者との契約を解約した
場合、当社が受け取った代理店手数料のうち一部を返金する義務があるため、当該事象が発生した時点を
含む一定の期間内で収益から控除することとしております。
情報通信機器並びに環境商材等の販売による収入については、顧客へ商品を納品した時点で履行義務が

充足されたと判断し、収益を認識することとしております。一部の当社が販売代理店となる取引において
は、当社が販売会社を通じて商品購入者へ商品を納品し、販売会社がサービスの支配を獲得した時点で履
行義務が充足されたと判断し収益を認識することとしております。当該事業においては当社が代理人とな
るため、販売会社が取次の対価として支払った代理店手数料並びに商品購入者から商品販売の対価として
受け取った売上代金から、当社が販売会社へ支払う仕入代金を控除した金額を収益として認識することと
しております。なお、商品購入者が返品を行った場合、当社が受け取った売上代金を返金する義務がある
ため、当該事象が発生した時点を含む一定の期間内で収益から控除することとしております。
レンタルホームページサービスによる収入については、当社が顧客との契約に基づいたサービスを提供

することにより履行義務が充足されたと判断し、サービス提供期間に応じて定額料金に基づき収益を認識
しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後概ね１年以内に回収しており、重要な金融要素は含

んでおりません。
ハ. ファイナンシャル・プランニング事業
ファイナンシャル・プランニング事業における収益は、保険会社からの代理店手数料収入からなりま

す。当社が保険契約の取次を行い、保険会社が当該契約を検収することによりサービスの支配を獲得した
期間に応じて履行義務が充足されたと判断し、取次内容又は保険サービスの提供期間に応じて保険会社か
ら支払われる代理店手数料を収益として認識することとしております。なお、保険契約者が早期に保険契
約を解約した場合、当社が受け取った代理店手数料のうち一部を返金する義務があるため、当該事象が発
生した時点を含む一定の期間内で収益から控除することとしております。
これらの履行義務に関する対価は、履行義務充足後概ね１年以内に回収しており、重要な金融要素は含

んでおりません。
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⑤ 繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。

2. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これに
より、一部の取引において、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客
への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額か
ら仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。また、従来は販売手数料等の顧
客へ支払われる対価を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、契約金額の総額から顧客へ支払
われる対価を控除した純額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結
会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、当連
結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額はありません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において流動資産に表示していた「受取手形及び売掛金」は「売

掛金」に含めて表示しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は961,637千円、売上原価は894,222千円、販売費及び一般管理費

は67,414千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はあり
ません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結計算書類
に与える影響はありません。
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科目名 金額
貸倒引当金（流動） △48,843
貸倒引当金（固定） △37,136

3. 会計上の見積りに関する注記
（貸倒引当金）
⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）

⑵ 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社における貸倒引当金の算出方法は、「連結計算書類の連結注記表　１．連結計算書類の作成のた

めの基本となる重要な事項に関する注記等」に記載のとおりであります。

② 主要な仮定
当社の貸倒引当金の計上にあたり、あらかじめ定めている債権回収細則及び経理規程細則に基づき、

次のように債権を分類し、回収可能性について判断を行っております。
当社の保有する債権については、当社が商材・サービスを提供する主要な顧客が、全国の中小企業・

個人事業主であり、小口債権が多数存在することから、一般債権又は貸倒懸念債権等特定の債権に分類
し、それぞれ回収不能見込額を算出しております。一般債権の回収不能見込額は、延滞期間に応じた債
権ごとに貸倒損失の発生実績及び現在の経済的な状況を踏まえた貸倒実績率等に基づき算出しておりま
す。
一定期間以上弁済が滞るかもしくはそのおそれがあり、債権の一部又は全部の回収が困難になるなど

貸倒が懸念される貸倒懸念債権等特定の債権の回収不能見込額は、債権管理区分に応じた過去一定期間
の回収実績率を用いて貸倒見積高として算出する、もしくは個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
額を算定しております。当社においては、債権回収細則に基づき、回収状況について定期的に確認を行
うとともに、回収実績や取引先の財政状態等から支払能力を総合的に判断しております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
当社においては、貸倒引当金の見積りに際して、算定時点で入手可能な情報及び一定の仮定に基づき

見積りを行っております。しかしながら、当社の取引先の事業及び財政状態は、昨今の新型コロナウイ
ルス感染症拡大や他の将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、損失の実際
の発生額は、当社の見積り額と異なる場合があります。
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科目名 金額
繰延税金資産 54,695

（繰延税金資産の回収可能性）
⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）

⑵ 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、

繰延税金資産の回収可能性を見積もっております。課税所得の見積りは事業計画を基礎としたものであ
ります。

② 主要な仮定
繰延税金資産は、事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額（合理的な補正含む）に基づき見積

もっております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
実際に発生する課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類に

おいて、繰延税金資産の計上額に重要な影響を与える可能性があります。

4. 追加情報
（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）
当社グループでは、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについては、連
結計算書類作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。
新型コロナウイルス感染症拡大が当社グループの業績に与える影響は軽微であり、翌連結会計年度以降も

重要な影響がないという仮定に基づき会計上の見積りを行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響は、不確定要素が多く、今後の財政状態、経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 164,981千円

当連結会計年度
（2022年８月31日）

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,310,000　千円
借入実行残高 1,200,000

差引額 1,110,000

5. 連結貸借対照表に関する注記

⑵ 当社及び連結子会社（株式会社岐阜レカム）においては、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資
金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しており
ます。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借
入未実行残高等は次のとおりであります。

なお、当社が取引銀行１行と締結した貸出コミットメント契約には、次の財務制限条項が付されておりま
す。これらの財務制限条項のいずれかに抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2021年８月期以降の決算期及び中間決算期における純資産の部の金額を半期前の金額の75％以上に

維持すること。
② 2021年８月期以降の決算期及び中間決算期における経常損益を赤字としないこと。

６. 連結損益計算書に関する注記
（顧客との契約から生じる収益）
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧

客との契約から生じる収益の金額は、「連結計算書類の連結注記表　９.収益認識に関する注記」に記載の
とおりであります。
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普通株式 7,341,900株

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2021年11月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 80,756 11 2021年８月31日 2021年11月26日

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2022年11月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 88,097 12 2022年８月31日 2022年11月28日

普通株式 253,200株

７. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

⑶ 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数

８. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入により調達しております。また、資
金運用については流動性が高く元本返還が確実であると判断した金融資産で運用しております。
② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金、未払金はそのほとんどが１年以内の支払期日であります。
　短期借入金は短期的な運転資金の調達、長期借入金は設備投資資金の調達に伴うものでありますが、い
ずれも支払金利は固定金利であるため、金利の変動リスクには晒されておりません。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
　営業債権である売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って、取引における不良債権の発
生防止、優良取引先の選別、取引基盤の強化等リスクの低減を図っております。また、販売管理規程に沿
って、取引先ごとに債権の期日及び残高を管理しております。
　投資有価証券は主として業務上の関係を有する株式であり、上場株式については四半期ごとに把握され
た時価が取締役会に報告されております。
　営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループは各部署からの報告に基づき、
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券 26,094 26,094 －
資産計 26,094 26,094 －
長期借入金 800,000 791,905 △8,094
負債計 800,000 791,905 △8,094

適時に資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することもあります。

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2022年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、市場価格のない株式等はありません。

（注）１. 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿
価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

２．「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」につい
ては、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して
おります。

⑶ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される

当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時

価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 26,094 － － 26,094

資産計 26,094 － － 26,094

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 － 791,905 － 791,905

負債計 － 791,905 － 791,905

イ．時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

ロ．時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。活発な市場で取引されているため、その時価をレベ

ル１の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割

り引いて算定する割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（単位：千円）
報告セグメント

その他
（注）１ 合計オフィス光

119事業
オフィスソ
リューショ
ン事業

ファイナン
シャル・プ
ランニング
事業

計

売上高
ストック収益
（注）２ 10,287,233 5,915,458 238,787 16,441,480 － 16,441,480

フロー収益（注）３ 188,400 1,066,781 － 1,255,181 － 1,255,181
顧客との契約から生
じる収益 10,475,634 6,982,240 238,787 17,696,661 － 17,696,661

その他の収益 － － － － 4,542 4,542
外部顧客への売上高 10,475,634 6,982,240 238,787 17,696,661 4,542 17,701,204

９. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、不動産賃貸業であ
ります。

２．ストック収益とは、サービスの提供期間に応じて売上計上される収益であり、オフィス光119事業
においては主に光回線及び自社サービスの提供、オフィスソリューション事業においては主に電力
小売販売、ファイナンシャル・プランニング事業においては主に保険商品の取次によるものであり
ます。

３．フロー収益とは、商品の納品・検収時に一括で売上計上される収益であり、オフィス光119事業に
おいては主に光回線サービスの取次、オフィスソリューション事業においては主に情報通信機器・
環境商材の販売及び電力取次販売によるものであります。

⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループにおける主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は、「連結

計算書類の連結注記表　１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」に記載の
とおりであります。
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当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権(期首残高) 3,746,212千円
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 6,113,174
契約負債(期首残高) 16,830
契約負債(期末残高) 14,870

⑴ １株当たりの純資産額 691円40銭
⑵ １株当たりの当期純利益 36円66銭

⑶ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
イ．契約資産及び契約負債の残高等

（注）契約負債は、主に商品の引き渡し前に顧客から受け取った前受金並びに各種保守サービスの年間料
金として顧客から受け取った前受収益に関するものであり、連結貸借対照表上は「流動負債」の
「その他」に計上しております。前受金については、商品の引き渡しに伴い、前受収益について
は、各種保守サービスの提供期間に応じて均等に取り崩されます。

ロ．残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初

に予想される契約期間が１年以内の契約については注記を省略しております。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

12. 企業結合等に関する注記
（共通支配下の取引等）
（連結子会社の吸収合併）
当社は、2021年６月18日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社コムズを吸収合併
することを決議し、同日付で合併契約を締結し、2021年９月１日付で吸収合併いたしました。

⑴ 取引の概要
イ．結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称　　（存続会社）株式会社東名　（消滅会社）株式会社コムズ
事業の内容　　　　　　情報通信機器の販売及び施工

ロ．企業結合日
2021年９月１日
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ハ．企業結合の法的形式
当社を吸収合併存続会社、株式会社コムズを吸収合併消滅会社とする吸収合併

ニ．結合後企業の名称
株式会社東名

ホ．その他取引の概要に関する事項
当社グループ内における経営資源の集約、業務効率化を目的としております。

⑵ 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づ
き、共通支配下の取引として処理しております。
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(2021年 9 月 1 日から
2022年 8 月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 新株式申込
証 拠 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 607,690 － 597,690 597,690 2,500 1,400,000 1,648,450 3,050,950
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 2,112
剰 余 金 の 配 当 △80,756 △80,756
当 期 純 利 益 336,214 336,214
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当期変動額合計 － 2,112 － － － － 255,457 255,457
当 期 末 残 高 607,690 2,112 597,690 597,690 2,500 1,400,000 1,903,907 3,306,407

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △415 4,255,914 16,251 16,251 － 4,272,165
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 2,112 2,112
剰余金の配当 △80,756 △80,756
当 期 純 利 益 336,214 336,214
自己株式の取得 △74 △74 △74
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 1,624 1,624 1,536 3,161

当期変動額合計 △74 257,494 1,624 1,624 1,536 260,656
当 期 末 残 高 △490 4,513,409 17,876 17,876 1,536 4,532,821

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）　金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴ 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
イ. 子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
ロ. その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産
イ. 商品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
ロ. 貯蔵品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ８年～31年
工具、器具及び備品 ４年～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。

⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額のうち、当事
業年度負担額を計上しております。
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⑷ 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
イ. オフィス光119事業
オフィス光119事業における収益は、主に当社が電気通信事業者として提供する光回線、プロバイダ及び
その他インターネット付随サービスの利用料による収入（以下、オフィス光119関連収入という。）、他の
電気通信事業者への取次による手数料収入からなります。オフィス光119関連収入については、当社が顧客
との契約に基づいたサービスを提供することにより履行義務が充足されたと判断し、サービス提供期間に応
じて定額料金及び従量課金に基づき収益を認識しております。手数料収入については、当社から他の電気通
信事業者への取次が完了した時点で履行義務が充足されたと判断し、収益を認識しております。なお、契約
者が早期に他の電気通信事業者との契約を解約した場合、当社が受け取った代理店手数料のうち一部を返金
する義務があるため、当該事象が発生した時点を含む一定の期間内で収益から控除することとしておりま
す。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後概ね１年以内に回収しており、重要な金融要素は含ん

でおりません。
ロ. オフィスソリューション事業
オフィスソリューション事業における収益は、主に当社が小売電気事業者として提供する電力供給サービ
スによる収入並びに他の小売電気事業者への取次による手数料収入、情報通信機器並びに環境商材等の販売
による収入及びレンタルホームページサービスによる収入からなります。
小売電気事業による収入については、当社が顧客との契約に基づいた電力供給サービスを提供することに

より履行義務が充足されたと判断し、サービス提供期間に応じて定額料金及び従量課金に基づき収益を認識
しております。なお、実際に顧客が使用した電力量は、毎月の検針にて確定することから、決算月の検針日
から決算日までに生じた収益については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第30号　2021年３月26日）第103-２項に基づいた方法にて見積ることにより認識しております。手数
料収入については、当社から他の小売電気事業者への取次が完了した時点で履行義務が充足されたと判断
し、収益を認識しております。なお、契約者が早期に他の小売電気事業者との契約を解約した場合、当社が
受け取った代理店手数料のうち一部を返金する義務があるため、当該事象が発生した時点を含む一定の期間
内で収益から控除することとしております。
情報通信機器並びに環境商材等の販売による収入については、顧客へ商品を納品した時点で履行義務が充

足されたと判断し、収益を認識することとしております。一部の当社が販売代理店となる取引においては、
当社が販売会社を通じて商品購入者へ商品を納品し、販売会社がサービスの支配を獲得した時点で履行義務
が充足されたと判断し収益を認識することとしております。当該事業においては当社が代理人となるため、
商品購入者から商品販売の対価として受け取った売上代金から、当社が販売会社へ支払う仕入代金を控除し
た金額を収益として認識することとしております。なお、商品購入者が返品を行った場合、当社が受け取っ
た売上代金を返金する義務があるため、当該事象が発生した時点を含む一定の期間内で収益から控除するこ
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ととしております。
レンタルホームページサービスによる収入については、当社が顧客との契約に基づいたサービスを提供す

ることにより履行義務が充足されたと判断し、サービス提供期間に応じて定額料金に基づき収益を認識して
おります。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後概ね１年以内に回収しており、重要な金融要素は含ん

でおりません。
ハ. ファイナンシャル・プランニング事業
ファイナンシャル・プランニング事業における収益は、保険会社からの代理店手数料収入からなります。
当社が保険契約の取次を行い、保険会社が当該契約を検収することによりサービスの支配を獲得した期間に
応じて履行義務が充足されたと判断し、取次内容又は保険サービスの提供期間に応じて保険会社から支払わ
れる代理店手数料を収益として認識することとしております。なお、保険契約者が早期に保険契約を解約し
た場合、当社が受け取った代理店手数料のうち一部を返金する義務があるため、当該事象が発生した時点を
含む一定の期間内で収益から控除することとしております。
これらの履行義務に関する対価は、履行義務充足後概ね１年以内に回収しており、重要な金融要素は含ん

でおりません。
⑸ 繰延資産の処理方法
株式交付費 支出時に全額費用として処理しております。

2. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、
一部の取引において、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財
又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入
先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。また、従来は販売手数料等の顧客へ支
払われる対価を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、契約金額の総額から顧客へ支払われる
対価を控除した純額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度
の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、当事業年度の
期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において流動負債に表示していた「前受金」及び「前受収益」は「契約負

債」に含めて表示しております。
この結果、当事業年度の売上高は819,244千円、売上原価は777,455千円、販売費及び一般管理費は

－ 22 －



科目名 金額
貸倒引当金（流動） △48,702
貸倒引当金（固定） △37,136

科目名 金額
繰延税金資産 50,338

41,788千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、計算書類に与え
る影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
（貸倒引当金）
⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）

⑵ 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
「連結計算書類の連結注記表　３．会計上の見積りに関する注記（貸倒引当金）⑵識別した項目に係る会

計上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりであります。

（繰延税金資産の回収可能性）
⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）

⑵ 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
「連結計算書類の連結注記表　３．会計上の見積りに関する注記（繰延税金資産の回収可能性）⑵識別し

た項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりであります。
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 157,458千円

当事業年度
（2022年８月31日）

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,300,000　千円
借入実行残高 1,200,000

差引額 1,100,000

① 短期金銭債権 5,288千円
② 短期金銭債務 34,066千円
③ 長期金銭債権 26,744千円

営業取引による取引高
売上高 6,158千円
仕入高 28,981千円
外注費 18,054千円
経費 576千円
販売費及び一般管理費 2,157千円
営業取引以外の取引高 37,357千円

4. 追加情報
（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）
「連結計算書類の連結注記表　４．追加情報」に記載のとおりであります。

5. 貸借対照表に関する注記

⑵ 当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当
座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末におけ
る当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

なお、当社が取引銀行１行と締結した貸出コミットメント契約には、次の財務制限条項が付されておりま
す。これらの財務制限条項のいずれかに抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2021年８月期以降の決算期及び中間決算期における純資産の部の金額を半期前の金額の75％以上に
維持すること。

② 2021年８月期以降の決算期及び中間決算期における経常損益を赤字としないこと。
⑶ 関係会社に対する金銭債権、債務

6. 損益計算書に関する注記
（関係会社との取引高）
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普通株式 445株

当事業年度
（2022年８月31日）

繰延税金資産
貸倒引当金 25,923千円
減損損失 2,353
資産除去債務 14,609
賞与引当金 16,583
未払事業税 18,349
売掛金 7,275
その他 7,954

繰延税金資産小計 93,049
評価性引当額 △28,709
繰延税金資産合計 64,339
繰延税金負債
建物附属設備 △6,519
その他有価証券評価差額金 △7,481

繰延税金負債合計 △14,001
繰延税金資産の純額 50,338

⑴ １株当たりの純資産額 617円43銭
⑵ １株当たりの当期純利益 45円80銭

7. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

8. 税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

９. 収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「計算書類の個別注記表　１．重要な

会計方針に係る事項に関する注記（4)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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12. 企業結合等に関する注記
「連結計算書類の連結注記表　12．企業結合等に関する注記」に記載のとおりであります。
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